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※ 年末は、飲酒する機会が増    

えます。 

 運転する人に酒を勧めたり、

飲酒した人が運転する車に同

乗した人も処罰されます。 

 飲酒運転は、絶対にやめまし

ょう。  
 

  万引き 
 刑法第２３５条（窃盗罪） 
 １０年以下の懲役または 
 ５０万円以下の罰金 

●「有料サイトの未納料金 
 がある」「裁判を取り下 
 げるには示談金が必要」 
 などの文書やメールを 
 送り付け現金や電子マ 
 ネーの I D を要求。 

●役所や税務署などの職 
 員を名乗り「還付金が 
 ある」などと言いＡＴ 
 Ｍを操作させてお金を 
 振り込ませる。 

●息子や孫などになりす     
 まして現金を要求。 
●警察官・金融機関職員・ 
 百貨店店員などになりす 
 ましてキャッシュカード 
 や現金を要求。  被害防止のためのワンポイント。 

 犯人から架かってきた電話には 
 
 
 
 してください。 

 毎年 12 月 10 日から 16 日は「北 
朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。 
 拉致問題をはじめとする北朝鮮当局 
による人権問題について関心と認識を 
深めていくことが大切です。 
 警察では、拉致容疑事案及び北朝鮮 
による拉致の可能性を排除できない事 
案について、広く情報を求めています。  

運転免許証更新、車庫証明申請

等はキャッシュレス決裁で！！  


